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質　　　問 回　　　答

1

設計書第一号明細書には、支保基礎無
50ｍとあるが、添付されている地図に
その部分と分かる記載がされている
か。

　今回の入札におけるフェンスの設置
範囲は、「ｋ2-5」ＰＤＦの地図上に
おいて浄化センタ-を囲む黒線として
示していますが、ご質問にある支保基
礎無50ｍの範囲は、パチンコ屋の敷地
と田んぼに隣接してるガレージの裏側
を想定しています。　現地の確認を希
望される場合は、事前に環境政策課ま
で申出て下さい。

2
　50ｍ支保無のフェンスは、どこに固
定すればよいのか。

　現状設置している柵や壁等にバラ線
等を用いて固定して下さい。

3
特記事項３パチンコ屋側の門につい
て、どのように施行すればよいのか説
明してもらいたい。

　浄化センターの門の内パチンコ屋側
の門以外は、開閉できないようにし、
パチンコ屋側の門は、門自体にフェン
スを固定し、施工後も車が通れるよう
にして下さい。

4

施工時の邪魔になった場合は、敷地内
の花や木を除去しても良いか、また
フェンスは、敷地の外側に固定する場
合もあるか。

　ある程度除去することは問題ありま
せんが、除去した草木をこちらで処分
することは出来ないので、必要ならば
事前に相談をして下さい。
　また、フェンスの設置位置について
は、敷地内に収まるよう施行して下さ
い。

5
　特記事項にある現場事務所は、必ず
設置する必要はあるのか、また施設内
に駐車場や資材を置く場所はあるのか

特記事項の現場事務所とは、設置する
場合は、相談して下さいという意味で
すが、現場のトイレは使用できません
ので、設置しないのであれば仮設等を
検討して下さい。また、施設内の駐車
場および通路については、作業車の駐
車場や資材置き場として使用されても
問題ないですが、他の工事も行ってい
る場合もあるので譲り合って使用して
下さい。なお、作業や飲食により出た
ごみ等は、必ず持ち帰り、ゴミ等を出
した者の責任において処分して下さ
い。
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